
野鳥における高病原性鳥インフルエンザ
への対応

環境省 自然環境局 野生生物課

鳥獣保護管理室
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鳥インフルエンザとは

低病原性ウイルスが家きんに伝播し、
家きんの間で感染を繰り返すうちに高病
原性のウイルスに変化

全ての亜型の病原性の
低いウイルスをもともと
保有

渡り鳥等がウイルスを運搬

家きん

野生の水鳥(カモ類等)

変異して人から人に強い感染力をもつように
なったウイルス→新型インフルエンザウイルス

ヒト

• A型インフルエンザウイル
スが鳥類に感染して起き
る鳥類の感染症

• A型インフルエンザウイル
スは、16のHA亜型と9の
NA亜型に分類

• ニワトリに対する病原性の
強いウイルスによっておこ
る病気が高病原性鳥イン
フルエンザ

• 高病原性鳥インフルエン
ザによる野鳥の大量死も
起きている。

環境省は希少鳥類や個体群の保全、生物多様性の保全の観点から関与。
得られた情報は関係機関へ提供。



日本での野鳥での鳥インフルエンザの発生

• H16以降、家きん、野鳥（カラス、クマタカ、ハ
クチョウ）で高病原性鳥インフルエンザウイル
ス検出

• H20に、「野鳥における高病原性鳥インフルエ
ンザに係る都道府県鳥獣行政担当部局等の
対応技術マニュアル」を作成。都道府県、大学
等と連携しながら、野鳥の高病原性鳥インフ
ルエンザの全国サーベイランスを開始。

• Ｈ２２－２３の全国的な発生（野鳥では15種、
60羽）→マニュアルの改訂

• Ｈ２３－２６年シーズンは発生なし

• Ｈ２6－２7に３年ぶりに全国的発生（H5N8亜
型）

• H27-28年シーズンは発生なし

• H28-29年シーズンは、過去最高の確認件数
となった。（H5N6亜型、22都道府県218例）

• H29-30シーズンは、野鳥、家きんで発生し、
ハシブトガラスでの大量死事例が発生 （H5N6
亜型）

• H30-31、R元-２シーズンは発生なし

• R2-3シーズンの状況は後述

3発生月は回収日ベースで記載

表 高病原性鳥インフルエンザウイルス発生状況

発生年
発生状況

対応状況
野鳥 家きん 飼育鳥

H16
ハシブトガラス9例（3～4月
：京都府、大阪府）

ニワトリ（1月：山口県、2月：
京都府）チャボ（2月：
大分県）

H19 クマタカ1例（1月：熊本県）
ニワトリ（1月：宮崎県、2月：
岡山県）

H20
オオハクチョウ5例（4～5月
：秋田県、青森県、北海道）

ウズラ（低病原性、2月：
愛知県）

マニュアルに基
づく全国調査
開始

H22
～23

ナベヅル、キンクロハジロ等（糞
便含む）60例（10～3月
：北海道等16道府県）

ニワトリ等（11～3月：宮
崎県等9県）

コブハクチョウ
2例（12月：富
山県、2月：兵
庫県）、コク
チョウ1例（2
月：山口県）

マニュアル改
訂

H26
～27

ナベヅル、オシドリ等（糞便、水
含む）12例（11～2月：
島根県等5県）

ニワトリ等（4月：熊本県、12
～２月：宮崎県等4
県）

H28
～29

ナベヅル、オオハクチョウ等（糞
便、水含む）180例（11
～3月：鹿児島県等22都
道府県）

ニワトリ等(11～３月：青
森県等９道県）

コブハクチョウ、
コクチョウ等
38例（11～２
月：秋田県等4
府県）

マニュアル改
訂

H29
～30

コブハクチョウ、オオタカ、
ハシブトガラス等46例（11
～3月：島根県、東京都、
兵庫県）

ニワトリ(1月：香川県）



渡り鳥の飛来経路の
解明事業

野生鳥獣感染症情報
整備事業

渡り鳥の飛来状況等に
関する情報提供事業

ウイルスの感染ルート
解明の為の情報把握

感染の早期発見及
び感染状況の把握

渡り鳥の飛来情報
の提供による予防

高病原性鳥インフルエンザの発生抑制と被害の最小化

◆野生鳥獣の感染状
況の把握

・秋冬に飛来するガンカ
モ類の糞便及び死亡野
鳥から検体の採取を行
ない、ウイルス保有の
有無をモニタリングす
る。また、死亡野鳥を
適切に監視する。

・ 近隣諸国（韓国、中
国、ロシア等）の野鳥
のモニタリング情報等
について、専門家を派
遣し詳細情報を集約。

◆渡り鳥の飛来状況
に関する情報提供

・野鳥の飛来時期、渡
来地、個体数等飛来
状況に関する情報を
収集し、リアルタイ
ムで情報提供。予防
等に役立てる。

野鳥の高病原性鳥インフルエンザに関する環境省の取組

◆渡り鳥の飛来経路
の解明

・人工衛星追跡や足環に
よる渡り鳥の国内外の
飛来経路の解明(中継
地等詳細情報を含む）
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１．渡り鳥の飛来経路の解明事業



• 衛星追跡調査：カモ類やハ
クチョウ類に発信器を付ける
調査

• 標識調査：渡り鳥の足など
にプラスチック等の足環を装
着
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渡り鳥の渡りルート、繁殖地、
経由地、越冬地の情報を得るこ
とができる。

１．渡り鳥の飛来経路の解明事業



7http://www.biodic.go.jp/banding/index.html

１．渡り鳥の飛来経路の解明事業
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１．渡り鳥の飛来経路の解明事業

オナガガモ マガモ

秋の渡り開始
9～10月頃

秋の渡り開始
8月下旬～10月頃

渡り鳥飛来経路解明調査報告書（環境省 2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015）より飛翔
ルートを模式化して図示。時期はおよその目安。

渡り鳥飛来経路解明調査報告書（環境省 2008;2009;2010）より飛翔ルートを模式化して図示。時期
はおよその目安。
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２．渡り鳥の飛来情報の提供事業



２．渡り鳥の飛来情報の提供事業

• 平成19年より9月～翌5月の冬鳥の
渡りのシーズンの期間、月に3回（令
和２年からは一部月２回）

• 主に国指定鳥獣保護区等の主要な
渡り鳥の渡来地52地点（令和２年よ
り）での記録

環境省の役割：調査と情報提供

・飛来情報を収集し、国民や養鶏業者に情報提供
するシステム(体制)の構築と運営

※全国の主な渡り鳥の飛来地において飛来情報を
収集し、HP等を通じて情報提供する。

野鳥の鶏舎への侵入防止対策等の防疫措置の強化
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http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/migratory/ap_wr_transit/index.html

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/migratory/ap_wr_transit/index.html
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２．渡り鳥の飛来情報の提供事業

ガン・カモ類等の冬鳥の飛来状
況について、調査地点ごと、鳥
類種ごとにデータ検索が可能



２．渡り鳥の飛来情報の提供事業

例：【マガモ】（令和元年9月から令和２年5月までのデータ）
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ガンカモ類の生息調査

全国約9,000地点の記録

http://www.biodic.go.jp/gankamo/gankamo_top.html
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３．ウイルス保有状況等調査
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３．ウイルス保有状況等調査

• 平成20年「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る都道府
県鳥獣行政担当部局等の対応技術マニュアル」（現：「野鳥における
高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」）を作成。

• 都道府県、大学等と連携しながら野鳥での全国でのモニタリング調
査を実施。

• H28-29シーズンの全国各地での発生を受けて、H29年及びH30
年10月にマニュアルを改訂。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0
809.html

• ウイルス保有状況等調査：
（１）糞便採取調査
（２）死亡野鳥等調査
（３）鳥類生息状況等調査

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809.html


目 的 調査手法

早期発見

（通常時）

通常時の鳥類、特に検査優先種の生息状況
（飛来状況、鳥類相等）を把握しておく。

・鳥類生息状況等調査

野鳥が海外から日本に高病原性鳥インフル
エンザウイルスを持ち込んだ場合に早期発
見する（渡り鳥等が健康な状態でウイルス
を保有していることを想定）。

・糞便採取調査（渡り鳥を
対象に日本全国を網羅的
にモニタリングする）

高病原性鳥インフルエンザウイルスにより
国内で野鳥が死亡した場合に早期発見する。

・死亡野鳥等調査（感受性
の高い鳥類を対象）

感染範囲の
把握

（発生時）

国内で発生があった場合等に、全国的に野
鳥の異常の監視を強化し、続発事例がない
かを調査することで、野鳥でのウイルスの
感染範囲の状況を把握する。

・鳥類生息状況等調査（異
常の監視を含む）

・死亡野鳥等調査

３．ウイルス保有状況等調査

16※その他、発生時は「環境試料等調査」、「緊急調査」
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3-1 糞便採取調査

【糞便調査の流れ】• 平成20年から全国調査開始
• 全国52箇所で実施

● 調査地点

調査時期A 10月～

調査時期B 11月～

● 調査地点

調査時期A 10月～

調査時期B 11月～

陽性の場合

（３）遺伝子検査（A型インフルエンザウイルスの有無）

（２）糞便採取調査

（１）準備

（４）確定検査（ウイルス分離、HA亜型・NA亜型の特定（病原性試験））

（５）関係機関への連絡、公表等
（環境省・該当都道府県）

地方環境事務所へ調査用紙の送付

検査機関へ調査用紙・検体の送付

陽性の場合、確定検査機関（北海道大学、鳥取大学、鹿児島大学、動物衛生研究所）へ送付

（２）糞便採取
※必ずカモ類等の生息場所・時期に合わせ、新鮮な糞便を採取すること。

○対象種：カモ類等
○時期：１０月～１２月
※飛来初期となる上述の期間に、飛来状況に応じて1回以上実施（それ以上は任意で採取）

○実施主体：都道府県鳥獣担当部局職員等（調査地によっては、地方環境事務所職員も応援）
○採取数：調査地あたり約100個の糞を採取
○上記の他、国内外における発生状況をふまえ調査地を追加選定し、環境省（地方環境事務所）
において調査

陽性の場合、確定検査機関（北海道大学、鳥取大学、鹿児島大学、動物衛生研究部門、
京都産業大学）へ送付



• 採取時期：10月～4月（5月）

• 国内へのウイルス侵入の早期発
見の観点から、シーズン初めの10
月～12月に各地域1回以上実施

（それ以上は任意で採取）
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3-1 糞便採取調査

ウイルス検出率月別推移

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

北海道 01W ○
48 ○
49 ○
01E ○

青森県 2 ○
岩手県 3 ○
宮城県 4 ○

50 ○
秋田県 5 ○
山形県 6 ○
福島県 7 ○ ○ ○ ○
茨城県 8 ○
栃木県 9 ○
群馬県 10 ○
埼玉県 11 ○ ○
千葉県 12 ○
東京都 13 ○
神奈川県 14 ○
新潟県 15 ○
富山県 16 ○
石川県 17 ○
福井県 18 ○
山梨県 19 ○
長野県 20 ○
岐阜県 21 ○
静岡県 22 ○ ○ ○ ○
愛知県 23 ○
三重県 24 ○ ○
滋賀県 25 ○
京都府 26 ○
大阪府 27 ○
兵庫県 28 ○ ○ ○ ○
奈良県 29 ○
和歌山県 30 ○
鳥取県 31 ○
島根県 32 ○
岡山県 33 ○
広島県 34 ○
山口県 35 ○
徳島県 36 ○
香川県 37 ○ ○ ○ ○
愛媛県 38 ○ ○
高知県 39 ○
福岡県 40 ○
佐賀県 41 ○ ○ ○ ○
長崎県 42 ○ ○ ○

51 ○ ○ ○
熊本県 43 ○
大分県 44 ○ ○ ○
宮崎県 45 ○
鹿児島県 46 ○
沖縄県 47 ○

15 30 16 6 5 3 1 0

定期糞便調査実施計画（47都道府県52地区）

県　名 地 区No. 
採　　取　　数

合　計



3-2 死亡野鳥等調査

【死亡野鳥調査の流れ】 19

• ウイルスにより、国内の野鳥
が死亡した場合→早期発見

• 1年を通して実施
• 気管と総排泄腔スワブ採取
• 対応レベルと検査優先種を設

定→種や死亡数によって、優
先順位化して検査



検査優先種
検査優先種１（1７種）
カモ目カモ科：ヒシクイ、マガン、シジュウカラガン、

コクチョウ＊、コブハクチョウ＊、
コハクチョウ、オオハクチョウ、
オシドリ、ヒドリガモ、キンクロハジロ

カイツブリ目カイツブリ科：カイツブリ、カンムリカ
イツブリ

ツル目ツル科：マナヅル、ナベヅル
チドリ目カモメ科：ユリカモメ
タカ目タカ科：オオタカ
ハヤブサ目ハヤブサ科：ハヤブサ
＊重度の神経症状が観察された水鳥類

検査優先種２（1１種）
カモ目カモ科：マガモ、オナガガモ、トモエガモ、

ホシハジロ、スズガモ
ツル目クイナ科：オオバン
タカ目タカ科：オジロワシ、オオワシ、ノスリ、クマタカ
フクロウ目フクロウ科：フクロウ

検査優先種３
カツオドリ目ウ科（カワウ）、タカ目ミサゴ科（ミサゴ）、
ペリカン目サギ科（アオサギ）、
カモ目カモ科（カルガモ、コガモ等）、カイツブリ目カイ
ツブリ科（ハジロカイツブリ等）、ツル目ツル科（タン
チョウ等）、チドリ目カモメ科（ウミネコ、セグロカモメ
等）、タカ目タカ科（トビ等）、フクロウ目フクロウ科
（コミミズク等）、ハヤブサ目ハヤブサ科（チョウゲンボ
ウ等）（いずれもリスク種１，２以外）

注意!! ウイルスを運ぶ危険

性の高いものをリストアップ
しているわけではない 20

3-2 死亡野鳥等調査

日本に生息する野鳥約600種

優先順位をつけて効率的に対応

高病原性鳥インフルエンザウイ
ルスにより国内で野鳥が死亡し
た場合に早期発見する。

かかって死にやすい、見つけや
すい種を優先的に設定

（9目1１科）



対応レベル：3段階

21

対応レベル
鳥類生息
状況等調
査

ウイルス保有状況の調査

死亡野鳥等調査 糞便採
取調査検査優

先種１
検査
優先
種2

検査
優先
種3

その
他の
種

対応レベル１
情報収集
監視

1羽
以上

3羽
以上

５羽
以上

５羽
以上

10月か
ら12月
にかけ
て飛来
状況に
応じて
糞便を
採取

対応レベル２ 監視強化
1羽
以上

2羽
以上

５羽
以上

５羽
以上

対応レベル３ 監視強化
1羽
以上

1羽
以上

３羽
以上

５羽
以上

野鳥監視重点
区域

監視強化
発生地対
応

1羽
以上

1羽
以上

3羽
以上

3羽
以上

発生状況に応じた対応レベルの概要 対応レベルの実施内容

3-2 死亡野鳥調査

対象地

発生状況
全国

発生*地周辺（発生
地から半径10km以
内を基本）

通常時 対応レベル１ 指定なし

国内単一箇所
発生時

対応レベル２
野鳥監視重点区域に
指定

国内複数箇所
発生時

対応レベル３

近隣国発生時等 対応レベル２又は３ 必要に応じて野鳥監
視重点区域を指定

【レベルの引き下げ】
発生が終息したら、最後の感染確認個体の回収日の次の日を１日目として３０日目の24時に

対応レベルを引き下げる。

*簡易検査や遺伝子検査が陽性で、
発生が見込まれた場合や疑い事例の発生を含む
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４．発生時の対応について



• 発生地周辺：野鳥監視重点区域の
設定（発生地から半径10㎞以内を基
本）。→野鳥の異常の監視強化

• 死亡野鳥等調査では、見込段階（簡
易検査/遺伝子検査陽性）から区域
を設置・対応

• 公表：原則都道府県と同時公表

• 確定検査陽性→全国の対応レベル
の引き上げ、必要に応じて野鳥緊急
調査チームの派遣

• 野鳥監視重点区域の解除及び対応
レベルの引き下げ→最後の感染個体
の回収日の次の日を１日目として、
から30日目の24時

23

４．発生時の対応について

野鳥のサーベイランス 対応レベル1～３（全国）

死亡野鳥調査 検査優先種１ 検査優先種２ 検査優先種３ その他の種

レベル１ 通常時 １羽以上 ３羽以上 ５羽以上 ５羽以上

レベル２ 国内単一箇所や近隣諸国での発生時 １羽以上 ２羽以上 ５羽以上 ５羽以上

レベル３ 国内複数箇所や近隣諸国での発生時 １羽以上 １羽以上 ３羽以上 ５羽以上

※家きんを除く

陽性

指定の継続

陰性

野鳥監視重点区域の指定

終了

陽性 陰性

発生見込

陰性

陰性陽性

陰性

終了（指定解除）

確定検査

終了

野鳥監視重点区域の指定

死亡野鳥等の発見
（p46 III.3. ）

簡易検査回収・消毒
（p51 III.3.3. ）

遺伝子検査 遺伝子検査

陽性

発生！
（ p20 II.2. ）

陽性

確定検査

発生！
（ p20 II.2. ）

家きんで発生!
（ p20 II.2. ）

糞便採取調査
（p18 II.1.3.(3) 、p67 III.4. ）

死亡野鳥等調査
（p18 II.1.3.(2) 、p46 III.3. ）

鳥類生息状況等調査
（ p17  II.1.3.(1)、p40 III.2.）

飼養鳥で
発生!

※ （ ）はマニュアル本編の該当項目を示す



高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフ
ルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針

（令和２年７月１日）

第３章第４

７ 野鳥等で感染が確認された場合の対応等

（１）都道府県は、野鳥等の家きん以外の鳥類（その死体、糞便等を含む。）で高病原性鳥インフル
エンザウイルスが確認された場合には、原則として、次の措置を講ずる。

① 法第10 条に基づき、当該鳥類が確認された場所又は当該鳥類を飼養していた場所（以下「確認

地点」という。）の消毒並びに通行制限及び遮断（山中、住宅密集地等で発見された場合など、家き
んへの感染防止の観点から必要と認められない場合を除く。）

② 確認地点を中心とした半径３km 以内の区域にある農場（家きんを100 羽以上飼養する農場（だ
ちょうにあっては、10 羽以上飼養する農場）に限る。）に対する速やかな立入検査（死亡率の増加、
産卵率の低下等の異状の有無及び飼養衛生管理基準の遵守状況の確認）

③ 確認地点を中心とした半径３km 以内の区域にある全ての農場に対する注意喚起及び家きんに
対する健康観察の徹底の指導

（２）都道府県は、当該都道府県の職員で野生動物の事務に従事する者（自然環境部局）及び家
畜防疫員が相互に連絡し、適切に分担して、野鳥のサーベイランス検査を行う。

この際、家畜防疫員は、農場に対する指導及び検査を優先的に行うものとするが、可能な限り自然
環境部局の行う野鳥のサーベイランス検査に協力する。 24



留意事項第18

野鳥等から低病原性鳥インフルエンザウイルスが確認された場合の
対応について（防疫指針第４の７関連）

低病原性鳥インフルエンザウイルスが野鳥等から確認された場合
には、都道府県は確認地点を中心とした半径１km 以内の区域にあ

る全ての農場に対する注意喚起及び家きんに対する健康観察の徹
底を指導する。

ただし、緊急の必要がある場合には、法第10 条の規定に基づき消
毒並びに通行制限及び遮断の措置を講じる。

25
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５．調査の結果
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ウイルス保有状況調査の結果総括（過去5年間分）

調査年(平成/令和）
28-29年

(10-9月）
29-30年

(10-9月）
30-31(元)年
(10-9月）

元-2年
（10-9月）

2-3年
（10-4月）

検査総数 14,318 14,709 6,976 6,072 10,985

定期糞便採取調査 HPAI 0 0 0 0 2

LPAI (分離株
数）

56(56) 40(40) 14(14) 13（14） 28（29）

検査総数 525 105 0 0 600

発生時追加糞便 HPAI 0 0 0 0 0

LPAI 0 0 0 0 0

環境試料（水）
HPAI 0 1

LPAI 0 0

検査総数 2,434 634 459 333 1,250

死亡野鳥等調査 HPAI 210 46 0 0 31

LPAI 0 3 1 0 1

検査総数 0 0 0 0 0

発生時捕獲調査 HPAI 0 0 0 0 0

LPAI 0 0 0 0 0

大学等における
独自調査

HPAI 
糞便 5 6

水 3 18

HPAI陽性総数 218 46 0 0 58
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LPAIv isolated from fecal samples of wild birds
(2011-2012 season)

R2年10月～R3年5月の間に、36検体(約180糞便サンプルプール)から
28株分離
H1N1(7), H3N8(4), H4N6(5), H5N2(1), H5N3(2), H5N8(3), H6N2(4), H6N8(1), H7N7(1)

野鳥糞便からの鳥インフルエンザウイルス（低病原性
及びその他）の検出 (R2-3シーズン)

渡りの初期に検出率が高いため、初期にしっかり採取することが早期発見のポイント

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

R2-R3

R1-R2

H30-31

H29-30

H28-29
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場所 検体の種類 回収日 確定件数

北海道紋別市 糞便 10/24 1件

鹿児島県出水市
環境試料（水）、糞便、
死亡野鳥、衰弱野鳥

【水】

11/9,16,23,30、12/7(2件),14(2

件),21(2件)、1/4,15(2件),18,25

2/1

【糞便】

11/5

【死亡野鳥】

12/18,1/19,2/3,2/5

【衰弱野鳥】

12/22,2/5(2件)

24件

新潟県阿賀野市
環境試料（水）、糞便、

死亡野鳥

【水】

11/16

【糞便】

11/16

【死亡野鳥】

2/13

3件

和歌山県和歌山市 死亡野鳥 12/3 1件

岡山県矢掛町 死亡野鳥 12/4 1件

宮崎県延岡市
糞便

死亡野鳥
11/30
1/6

2件

宮崎県都農町 糞便 11/30 1件

鳥取県鳥取市 環境試料（水）、糞便

【水】

12/9

【糞便】

12/7,21

3件

●野鳥                                                                                                                  18道県58件

R２-３年シーズンの発生状況
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香川県三豊市 死亡野鳥 12/8 1件

奈良県大淀町 死亡野鳥 12/20 1件

埼玉県ときがわ町 死亡野鳥 12/23 1件

鹿児島県薩摩川内市 死亡野鳥 1/16 1件

北海道帯広市 死亡野鳥 1/18 1件

宮崎県西諸県郡高原町 死亡野鳥 1/24(2件) 2件

北海道旭川市 死亡野鳥 1/27 1件

鹿児島県薩摩郡さつま町 死亡野鳥 2/1 1件

福島県郡山市 死亡野鳥 1/30 1件

茨城県潮来市 死亡野鳥 2/1 1件

徳島県美馬郡つるぎ町 死亡野鳥 1/29 1件

新潟県新潟市 死亡野鳥 2/8 1件

宮城県仙台市 死亡野鳥 2/5 1件

栃木県栃木市 死亡野鳥 2/15,3/3 2件

栃木県那須塩原市 死亡野鳥 2/14,16 2件

富山県小矢部市 死亡野鳥 2/10 1件

千葉県匝瑳市 糞便 2/4 1件

長野県岡谷市 環境試料（水） 2/14 1件

富山県南砺市 死亡野鳥 2/24 1件
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場所 種類 確認日 確定件数

香川県三豊市

採卵鶏
採卵種鶏
肉用鶏

肉用種鶏

【採卵鶏】

11/5,15,20,21,12/2

【採卵種鶏】

12/14

【肉用鶏】

12/23

【肉用種鶏】

11/11,13、12/16

12件

香川県東かがわ市 採卵鶏 11/8 1件

福岡県宗像市 肉用鶏 11/25 1件

兵庫県淡路市 採卵鶏 11/25 1件

宮崎県日向市 肉用鶏 12/1,14 2件

宮崎県都農町 肉用鶏 12/2 1件

宮崎県都城市 肉用鶏 12/3,7,2/25 3件

奈良県五條市 採卵鶏 12/6 1件

広島県三原市 採卵鶏 12/7 1件

宮崎県小林市 肉用鶏 12/8,30 2件

大分県佐伯市 肉用鶏 12/10 1件

和歌山県紀の川市 採卵鶏 12/10 1件

岡山県美作市 育雛 12/11 1件

滋賀県東近江市 採卵鶏 12/13 1件

宮崎県宮崎市
採卵鶏

肉用種鶏

【採卵鶏】

12/14

【肉用種鶏】

12/19

2件

高知県宿毛市 採卵鶏 12/16 1件

徳島県阿波市 採卵鶏 12/19 1件

千葉県いすみ市 採卵鶏 12/24,1/11 2件

岐阜県美濃加茂市 採卵鶏 1/2 1件

鹿児島県薩摩郡さつま町 肉用鶏 1/13 1件

千葉県山武郡横芝光町 あひる 1/21 1件

千葉県匝瑳市

あひる

採卵鶏

育雛

1/24

2/4,8,11

2/15

6件

富山県小矢部市 採卵鶏 1/23 1件

宮崎県児湯郡新富町 採卵鶏 1/31,2/7 2件

千葉県旭市 採卵鶏 2/2 1件

茨城県東茨城郡城里町 採卵鶏 2/6 1件

千葉県香取郡多古町 採卵鶏 2/7 1件

徳島県美馬市 肉用鶏 2/9 1件

栃木県芳賀郡芳賀町 採卵鶏 3/14 1件

●家きん                                      18県52件



R2-3シーズンにおける高病原性鳥インフルエンザ発生状況

http://www.craftmap.box-i.net/

家きん

野 鳥

延岡市2件 都農町1件
都農町1件 日向市2件

三豊市1件
三豊市12件

鳥取市 3件

阿賀野市 3件

出水市 24件

紋別市 1件

矢掛町 1件

大淀町1件 五條市1件

和歌山市 1件 紀の川市 1件

潮来市 1件 城里町 1件

帯広市 1件

旭川市 １件

さつま町 1件
さつま町 1件

郡山市 1件

ときがわ町 1件

新潟市 1件

仙台市 1件

栃木市 2件

小矢部市1件 小矢部市1件
南砺市1件

岡谷市 1件

つるぎ町 1件
美馬市 1件
阿波市 1件

薩摩川内市 1件

高原町 2件 小林市 2件 新富町 2件
都城市 3件 宮崎市 2件

佐伯市 1件

宗像市 1件

三原市 1件

美作市 1件

東かがわ市 1件

宿毛市 1件

淡路市 1件

匝瑳市 1件
匝瑳市 6件
いすみ市 2件
旭市 1件
多古町 1件
横芝光町 1件

那須塩原市2件 芳賀町1件

東近江市 1件

美濃加茂市1件
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世界における高病原性・低病原性鳥インフルエンザ発生状況（2020年以降）



ご清聴ありがとうございました
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